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本説明資料の内容

１ 令和７年度の検討内容

１－１ 生活環境（騒音）対策

１－２ 出津橋周辺の円滑な横断手法

２ 第３回オープンハウス型説明会開催のお知らせ

３ 今後のスケジュール



• 騒音予測条件を見直し、遮音壁の設置箇所及び必要な構造につい
て検討

• 排水性舗装や遮音壁による騒音対策効果の見える化（体験など）
について検討

騒音に関していただいている主な意見（第2回オープンハウス型説明会）

• 騒音が環境基準値未満に収まるとのことで理解納得した

• 遮音壁の高さが低く、効果がないように思った

• たった1mの柵のような壁を言っているのではなく、高速道路に設置されているような

遮音壁としてもらいたい

• 音や振動の感じ方は人それぞれなので、言葉だけではなく納得感のある説明（実際に

６０～７５ｄBの状況（音声）を体感してもらう等）があれば理解しやすいと思う

令和７年度検討内容

令和７年度の検討内容（生活環境（騒音）対策）
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＜前回（第２回）＞
• 沿道に接する建物の影響を一定程度考慮

（建物による音の減衰効果有り）

＜今回（第３回）＞
• 沿道に接する建物の影響を考慮しない

（建物による音の減衰効果なし）
• 建物による騒音の減衰効果を見込めないため、

前回よりも厳しい騒音予測条件となる

令和７年度の検討内容（生活環境（騒音）対策）
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• 環境基準値以下となるように遮音壁を設置
• 設置箇所は「歩車道境界（前回と同様）」「官民境界」の２パターン

官民境界歩車道境界

民地

＜備考＞
• 音は拡散するため、音源（車両）に近い位置で音の抑制対策をした方が効果は高い
※歩車道境界及び官民境界に同じ高さの遮音壁を設置したと仮定した場合

標準横断図

騒音予測条件の変更

遮音壁の設置箇所及び高さの再検討

官民境界



北越谷小

至 荻島小

文教大

出津橋

神明橋

No.1

No.２

No.４

No.３

令和７年度騒音予測箇所位置図

北越谷駅

各予測値点とも前回（第２回）と同様

令和７年度の検討内容（生活環境（騒音）対策）
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適用環境基準 （A地域） （C地域）

背後地（昼間） ６０ｄB以下 ６５ｄB以下

背後地（夜間） ５５ｄB以下 ６０ｄB以下

該当箇所

道路と民地の境界から２０mまでの建物に対する環境基準値は下表のとおり

幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準値 No.1 No.２ No.３ No.４ 【4箇所共通】

２０mよりも外側の建物に対する環境基準値は地域別の基準値を適用

２０ｍよりも外側の住宅（道路に面する地域）に対する基準値

No.1 No.２

No.4
No.3 20m

補足：A地域は住居専用地域、C地域は商工業地域

20m

令和７年度の検討内容（生活環境（騒音）対策）
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道路端

幹線交通を担う道路

高速自動車国道、
自動車専用道路、
一般国道、都道府県道、
４車線以上の市町村道

道路に面する地域

２０ｍ

道路端

道路に面する地域

２０ｍよりも外側

幹線交通を担う道路

高速自動車国道、
自動車専用道路、
一般国道、都道府県道、
４車線以上の市町村道

幹線交通を担う道路に近接する空間

昼間
（6:00～22:00）

夜間
（22:00～翌6:00）

７０ｄB以下 ６５ｄB以下



令和７年度の検討内容（生活環境（騒音）対策）
「歩車道境界」に遮音壁を設置した場合の騒音予測結果
• 高さ２ｍの遮音壁を「設置箇所図」のとおり設置することで、各予測地点で環境基準値を下回った
• なお、No.3は遮音壁がなくても環境基準値を下回った

No.1 No.３No.４No.２

遮音壁設置区間

官民境界から30m地点

官民境界

青線：遮音壁設置箇所

2.000%1.000% 2.000% 1.000%

官民境界

1.2m

4.2m

官民境界から
30m地点

30m

低騒音舗装

遮音壁
高さ２ｍ

低騒音舗装 170cm

B

A

D

C
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遮音壁設置箇所図

表示している内容は素案であり、確定していることではない



令和７年度の検討内容（生活環境（騒音）対策）
「歩車道境界」に遮音壁を設置した場合の騒音予測結果
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令和７年度の検討内容（生活環境（騒音）対策）
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No.1 No.2

No.4No.3

遮音壁
高さ２ｍ

遮音壁
高さ２ｍ

遮音壁
高さ２ｍ

遮音壁
高さ２ｍ

表示している内容は素案であり、確定していることではない

「歩車道境界」に遮音壁を設置した場合の騒音予測結果



令和７年度の検討内容（生活環境（騒音）対策）
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No.1 No.３No.４No.２

遮音壁設置区間

官民境界から30m地点

「官民境界」に遮音壁を設置した場合の騒音予測結果
• 高さ３ｍの遮音壁を「設置箇所図」のとおり設置することで、各予測地点で環境基準値を下回った
• なお、No.3は遮音壁がなくても環境基準値を下回った

官民境界

赤線：遮音壁設置箇所
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30m

170cm
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4.2mB
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低騒音舗装 低騒音舗装

遮音壁
高さ３ｍ

官民境界
官民境界から
30m地点

遮音壁設置箇所図

表示している内容は素案であり、確定していることではない



令和７年度の検討内容（生活環境（騒音）対策）
「官民境界」に遮音壁を設置した場合の騒音予測結果
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令和７年度の検討内容（生活環境（騒音）対策）
「官民境界」に遮音壁を設置した場合のイメージ図
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• 出津橋の位置は大きく変更せず１橋で、車いす利用者も歩行者と
同じ動線で道路を円滑に横断できる新しい手法の検討

• 出津橋から計画道路をそのまま横断できる工法を考えるべき

• 身体的弱者が安全に簡単に横断できる方法を考えて欲しい

• 橋の拡幅は賛成だが、位置が変わってしまうと不便になる

令和７年度検討内容

出津橋周辺の円滑な横断手法に関する検討状況

横断手法の円滑化を求める意見（第2回オープンハウス型説明会）

第２回オープンハウス型説明会
御意見・御質問一覧

• 前回（第２回）は、提示した５つの検討素案に対して、多くの御意見をいただいた
（下記２次元コード参照）

• その中でも、横断手法の円滑化を求める御意見が見受けられた

＜出津橋＞
架換えに当たっては、利用実態を踏まえ、地元住民の
意見を伺いながら拡幅等を検討していく（越谷市）
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案6：計画道路を嵩上げして、道路上を平坦かつほぼ直線的に横断する案（新規）

• 歩行者、自転車及び車いす利用者は、出津橋から平坦かつほぼ直線的なルートで横断可能
• 計画道路と北越谷地区側で段差が生じるため、スロープや階段による移動が必要となり、市道50408号線

から車両の出入りはできない（案１（横断歩道橋）と比較してスロープや階段の高低差は半分以下）
• 計画道路進行方向の勾配は緩やかであるため、通行車両や歩行者等は高低差を感じにくい

R6.9.10 検討状況報告出津橋周辺の円滑な横断手法に関する検討状況

表示している内容は素案であり、確定していることではない

整備イメージ
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国道4号方面

東武スカイツリーライン方面

元荒川

文教大学



表示している内容は素案であり、確定していることではない

出津橋周辺の円滑な横断手法に関する検討状況
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高低差
最大約1.7m

スロープ

スロープ

階段

車いす利用者・自転車通行可能
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第３回オープンハウス型説明会開催のお知らせ
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今後のスケジュール（案）

対策案の選定

対策（素案）の再検討・関係者協議

対策方法の決定

御要望事項への対策（素案）の提示

道路整備に併せた対策の実施

地元住民等への説明

地元代表者や学校関係者等との意見交換会

オープンハウス型説明会

意見の集約（アンケートの実施等）
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これまでの実施状況
令和5年度
意見交換会（3回開催）
第1回オープンハウス型説明会

令和6年度
意見交換会（3回開催）
第2回オープンハウス型説明会

令和7年度の実施状況
R7.5.29 第7回意見交換会
R8.1.30 第8回意見交換会
R8.2.13 第3回オープンハウス型

 2.14 説明会
2.15

令和8年度の実施予定
R8春頃 第9回意見交換会



お問合せ先

【事業全般に関すること】

埼玉県越谷県土整備事務所 道路施設担当

〒３４３－０８１３ 越谷市越ヶ谷４－２－８２

ＴＥＬ ： ０４８－９６４－５２２３ ＦＡＸ ： ０４８－９６０－１５３０

MAIL :  q645221e@pref.saitama.lg.jp

ホームページ：http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b1011/index.html

お問合せ先

クリック

モバイル用ＰＣ用
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